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第 表 迷惑防止条例違反の送致状況

表
表

平 成 年

総 数

ダ フ ヤ 行 為 第 ２ 条

シ ョ バ ヤ 行 為 第 ３ 条

景 品 買 行 為 第 ４ 条

粗暴行為

第５条

卑わい行為 第 １ 項

うち 盗撮行為

そ　の　他 第 ・・項

つきまとい行為等 第５条の２

押 売 行 為 第 ６ 条

不 当 な 客 引 行 為 第 ７ 条

ピンクビラ配布行為等 第７条の２

違 反 態 様
平 成 年 前 年 比

件 数 人 員 件 数 人 員 件 数 人 員

第 表 ストーカー規制法違反等の措置状況

平 成 年

ストーカー行為等に 係 る 相 談

警 告 書 の 交 付 第４条

禁 止 命 令 第５条

仮 の 命 令 第６条

援 助 の 実 施 第７条

送
致
ストーカー行為違反 第 条

禁 止 命 令 違 反 第 条

区 分 平 成 年 前 年 比

第 DV防止法違反等の措置状況

平 成 年区 分 平 成 年 前 年 比

１７１８

１７１８

１７１８

注　盗撮行為は卑わい行為の内数である。
数値：生活安全特別捜査隊

注　ストーカー規制法とは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」をいう。
数値：生活安全総務課

数値：生活安全総務課

表

表

配偶者の暴力行為に係る相談

接 近 禁 止 ・ 退 去 命 令（第１０条）

接  　 近  　 禁  　 止（第１０条１項１号）

退 　  去 　  命  　 令（第１０条１項２号）

援 助 の 実 施（第８条の２）

　 保 護 命 令 違 反（第２９条）送
致
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